
食品に関するリスクコミュニケーション（妊婦への魚介類の摂食と水銀に       つ  

関する注意事項にいての意見交換会（東京都））  

議事次第  

平成17年8月25日（木）   

13：30～16：30  

於 三田共用会議所 講堂  

1 開  会（13：30）  

司会による会議スケジュールの説明   

2 リスクコミュニケーションについての説明（13：33～13：45）  

順天堂大学医学部公衆衛生学教室助手   

3 テーマについての説明（13：45～14：30）  

○妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項について  

厚生労働省食品安全部基準審査課食品規格専門官   

4 休  憩（14：30～14：45）   

5 パネルディスカッション（14：45～15：30）   

【コーディネーター】  

順天堂大学医学部公衆衛生学教室助手   

【パネリスト】  

大日本水産会品質管理部長  
食生活ジャーナリスト  

水産庁漁場資源課生態系保全室長  
食品安全委員会事務局リスクコミュニケーション官  

厚生労働省大臣官房参事官  

厚生労働省食品安全部基準審査課長  

堀口 逸子  
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6 意見交換（15：30～16：30）   

7 閉  会（16：30）   

＜配布資料＞   

資料1リスクコミュニケーションについて   

資料2 妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項について   

資料3 食品に関するリスクコミュニケーションにおける事前意見・質問について   

＜参考資料＞   

意見交換会に参加いただいた皆様へ   

妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項についての意見交換会参考資料   

食品安全エクスプレス   

食生活指針   

食事バランスガイド   



リスクコミュニケーションについて  

順天堂大学医学部公衆衛生学教室  
堀口逸子  

食品の安全を取り巻く動向  

●環境の変化   
飢餓から飽食の時代へ（先進国） 大量生産・大量流通   

貿易の国際化 長距離輸送の普遍化 海外旅行の一般化  

●国際的な考え方  

リスウ分析   

事故の対応より予防に重点、安全性評価と管理の機能的分離、利害関係者間の  

情報や意見交換の推進  

フード・チェーンアプローチ   

生産から消費に至るフートチェーン全段階で安全を確保することが重要   



食品の安全確保の仕組み（リスウ分析）  

リスウ分析（リスウアナリシス）  

国民の健康の保護を目的として、国民やある集団が危害にさらされる可能性がある  

場合、事故の後始末ではなく、可能な範囲で事故を未然に防ぎ、リスウを最小限に  

するためのプロセス  

リスクコミュニケーション  

・食品の安全に関する什報の共有と相互の意見交換  
・消費者等関係者の意見の施策への反映  

リスウ管理  

農薬の使用基準の設定  
えさや肥料中の含有量  
について基準を設定  
動物用医薬品等の規制  
表示  

など  

農林水産省  
農薬取締法  
飼料安全法 等  

食品中の含有量に  
ついて基準を設定  
表示  

基準や表示が守ら  
れているかの監視  

など  

厚生労働省   
食品衛生法等  

リスク評価  

リスウ評価の実施   
健康に悪影響を及ぼすおそれのある物質が  

食品中に含まれている場合に、どのくらいの  
確率でどの程度の悪影響があるのか評価  

食品安全委鼻会 食品安全基本法  
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絶対に（完全に）安全な食品はあるか？  

ManypeOPletaketheterm‘safbfbod’tomeanfbodwith  
ZerOrisk．ButzeroriskisoftenuIlattainable（実現不可能）．  

IllPraCtice，’safbfbod’usuallymeansfbodthatis‘safb  

e－10tlgh，’  

Theappl，Cationofriskcommunicationtofoodstandardsandsafetymatters  
ReportofJointFAOrVVHOExpertConsultationRome．2－6February1998  

ある物質が健康に悪影響を及ぼすかどうか  

はその物質の有害性と摂取量で決まる。  
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リスウコミュニケーションヘの道  

同じ時代、同じ社会に暮らしていても「異文化」  
を背負う人びとがいることを理解する  

まず、同じテーブルについて、心を開いて話を聴く  

押し付けないように自分の立場を説明する  

立場と考え方に違いがあることを認める  

その上で、調整可能な部分があり、調整可能で  
あることを皆が信じて、妥当な方策を探る  

一度であきらめず、これを何度か繰り返す  
平成15年度厚生労働科学研究結果より 丸井英二  
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本日ご説明したいこと  

1．はじめに   

2．「妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項」の   

見直しの経緯   

3．内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価   

4．薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会乳肉水産食品   
部会における検討   
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3．平成16年7月23日 
内閣府食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼   

＜依頼のポイント＞   

・どの程度までの水銀摂取が安全であるのか  

（耐容量の設定）   

・特に悪影響を受けやすいと考えられる対象者は誰か  

（ハイリスクグループの検討）   

4．可梱成17年6月   
内閣府食品安全委員会の汚染物質専門調査会における審議  

（計‘回）  

厚生労働省への食品健康影響評価結果の通知  

8  
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食品健康影響評価のポイントー2  

＜どのようなリスクを問題としているのか＞   

例えば、音を聞いた場合の反応が1／1，000秒以下の   
レベルで遅れるようになる   

（水俣病のような重篤な健康影響とは異なる）   

＜評価方法＞  

・フェロー諸島前向き研究及びセイシェル小児発達研究で  

ある疫学調査結果に基づき行う   

・JECFAで用いられた代謝モデルを用いて耐容摂取量  

を算出  

・不確実係数を適用  

※食品安全季長会事務局作成資料から抜粋  

食品健康影響評価結果  

厚生労働省への食品健康影響評価結果の通知   

→平成17年8月4日  

＜通知結果＞  

・ハイリスクグループ：胎児  

※対象集団は、ハイリスクグループを胎児としたことから、妊娠している方  

もしくは妊娠している可能性のある方対象   

・耐容週間摂取量：メチル水銀2．0〟g／kg体重／週  

（Hgとして）  

※食品安全委員会事務局作成資料から抜粋  
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＜魚介類の水銀含有量＞  

厚生労働省、水産庁、地方自治体及び諸外国において  

実施された、魚介類に含まれる水銀濃度に関する調査結  
果のとりまとめ  

・国内：385種類 9，712検体（H15年‘月約2，600検体）  
（参考）   

国外：165種類 21，724検体  

＜魚介類の摂食の実態＞  

1国民栄養調査（H13、H14）の15～49歳女性の各魚介  
類の摂食データを集計  

（魚類平均73．6g、力i，’キ類65．Jg、キンJ9’ィ75．Og、マグロ類32．2g等）  

■マグロ類の1回分（1人前）の量に関する調査結果  

（マグロの刺身、寿司、鉄火井の一回分：約60～100g）  
14  
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＜妊婦1日当たりの耐容摂取量＞  

・食品健康影響評価における耐容摂取量   

2．0〟g／鴫体重／週 －①  

・国民栄養調査の調査対象となった妊婦の平均体重   

55．5kg －②  

－妊婦1日当たりの耐用摂取量  

（Dx②÷7日＝15．9〟g／ヒト／日  

（参考：1〟gは1／100万グラム）  

16  
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＜検討対象の魚介類＞  

厚生労働省、水産庁、地方自治体及び諸外国のデータの中で、  

総水銀、メチル水銀が高い魚介類を対象とした  

（総水銀0．ヰ1叩m以上、メチル水銀0．3ppm以上）  
我が匡lのデータ  諸外国のデータ  

総水組  鑑水銀  
儀介委芦  一喝／g  メチル水銀ト⊥g／g  ト唱／呈  

検体鰍  平均  検体敗  平均  検体穀  平均   
魚芽欒  キタイ   39  0．329   32  0．329  
魚雷申  キンメタイ   ＝＝  0．6日4   82  0．532  

鎮賛芦  ウロマタロ（本マクロ）   127  りて23   120  0．542  
＝＝   ＝  クロムツ   92  0355   90  03D［t  
魚卵  マカジキ   28  0．460   25  0343   20  0．610   
魚美男  ミナミマグロ（インドマグロ〕   93  0498   90  03B6  
魚ま垂  メカジヰ   44  l〕′969   42  0．674   625  0．941   
争芽季  メハサ（メハナチマウ∫口又lよハ）チマ ゲロ   

）   

9〔J  l⊃丁33   ∈4  0549  

魚卵  ユノカワゴ   96  0ヰ13   96  0．321  
負雲串  ヨシキリザメ   30  0，544   30  0．350  

クジラ  イシイルカ   4  1．035   1  0．370  
ウソラ  コピレゴンドゥ   4  71ひ〕   4  1．488  
ウシう  ツチクジラ   5  116日   5  069El  
ワンラ  バンl二つイルわ   しl  20．040   5  6622  
ウソヨ  マ、ソコウクジラ   13  2．1CO   5  0700  

目安昏  エッチュウパイガイ   17  0．461   10  0．4B5  
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調査結果に基▼X邑式算（紘水星艮）  調査結果に基づく試算（メチル水墨長）  

魚介類  
仮定1（g／過）  仮定2（8／通）  仮定3（g／適）  偵≡1（g／適）  七宝2（g′過）  仮定3（g／適）  

キダイ   22！）7   1502   3012   229．了   1502  

キンメダイ   1419   11ロ．5   76．1   186．3   112．1   97．p  

クロムツ   27！ト2   212．9   146．6   32D．7   21●．6   】68．5  

ユメカサゴ   2480   183．D   1Z6．1   388．7   23ti．5   162．Z  

1ソナュウハイがイ   21く）6   162．9   112．2   ；04．3   155．8   107．3  

マカジキ   2154   164．3   113．2   288．p   221I．3   151．8  

メカジキ   1023   78．0   5：I．7   1▲7．ロ   112．1   77．2  

イシイルカ   057   73．D   50．3   267．e   201．3   140．7  

コピレゴンドゥ   1l0   10，6   7．3   66．6   50．0   35．0  

ツチクジラ   818   6Jl－7   叫．6   112．0   108．3   74．6  

バンドウイルカ   4¢   3．6   2．5   15．0   11．4   7．9  

マッコウクジラ   172   360   248   1116   11】8．n   744  

ヨシキリザメ   1822   13臥9   95．7   203－1   215．9   】4℡．7  

ミナミマグロ   199D   1618   1046   2667   196．8   134P  

クロマグロ   1371   104．5   72．0   182．D   139．4   96．1  

メパチ   1362   1【）31   71〔l   18D5   13丁．7   948  

（・さゴモ：♯ぎl詞亀l濾外のマザロ麺〉  

調査結果に基一X試算（結氷踵）  調査結果に基‾：災二試算（メチル水邑艮）  

魚介朔  
仮定1（ヱ／邁）  仮定2（む′適）  仮定3（8／過）  偵琵1（g′′通）  七宝2（g′過）  仮≡3（g／遁）  

ヰノ1タ   29∩8   5599   12了0   2941  

ケロマウ‘口の池魚（メシくマウ′D）   627：Z   47∈l．4   329．5   535．7   1ロ8．5   Z81．4  

ピンナガ   ヰ101   318．9   219．7   EO4．3   160．9   〇17．4  

ツナ缶話   8693   6G3．0   456．7   909．2   6p3．1   477，6  
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＜妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項（案）＞  
平成17年ら胃IJ日  

鍼■への魚介蠣の桝■とオIlに憫すも注貴書ヰ庫）  

有事・1晶蕎生書汗主人晶砺生ちIl畠  

丸か周景品酢完   
＜魚介無の有益惟＞  

鎗〉l舛Il，頭を畠り．い下扁し．）り、烏TLたノいけ’■ヤ、生活甘†l隠㌧手付T′U  

（↑規丁等ヒ闇黒カ・1Lい1月1こ＼るEl′人 工m等爪高尾丁併給l鳩l㌢UⅧ虹欄  
品に比ヘ一指に争、：邑み、末′こ、か／lごっ人事転¢とすミ・葛檀tウ万上栄一薫り椚1て〝て   
ある帯、僧■的な｛生痛にとって丁可サて練れた常1憎佗享有lてします．   

くカ介饗のネ撰＞  

や）l頒IJ白熱界・－ノ★神速川モ通tて．巧篭爪他嬢苓に1・・かわれら：詞t（t，サび妄き   
有してし ぎすか．モ（γ〉占有11j－1事に砥い・1′て他利こ肇ちサ．はすも爪Tlコかノません．   
しかししから．一払r・や，【！毎に・二1してけ 靡毒「せ綿さ塵tて、他一丁・や一l印と比rlてサ   

抽軒別▲軋．t巾t色竺け」三ll王す．   

＜爪彙lの力々へ＞  

漬宣、1りJlト轟∴上れ抑押†丈・船聖上l事与与えそ可酷使モモeすもIF恰カ・L、皐ゎ   
こします．こ爪鳥l巳■・爪It【】．刊うり音キ間・／：丑昌一TI帯広カ■ H＝仰甘‖丁‘丁ノ【   

■して摩Jlもま′′にな亡よ・ゝノなtノ爪て．ムそ′として卓，君軋丁社宗生活に書Ilかふろよ1し  

相場かは青サ′しさ削「算lし刊1講とそ現差入量一壬、日背  

I■■】■中日軍  ▼．・if■  

l凹門別■gとして は2ケ月し二l回まて    、ントウ1’ルカ   

（li肖間当／二q】r・島招庚）   

＝重拘ご如上して陀qlはユ眉間に1回ほで  コヒトコこ いン   

（】欄間当たり小g柁席）   

キ：くタイ  

くっご’キ  
1回‡つ白いよ11て蟻川服吋什∵＝軋て    ～ロ▲す～ロ   

（】卯当たりSLIE柁彦l   い＼才■り♪′す才ヤ‘ロ）  

エ・チエ巾‥1■わノ1 

†事～～．■£l  

「’ノコウナ∵∴チ  
キブ・1’  

♪ロム：  

l回折帥fとして持叫IJ欄にこ屈まて  

l】欄間当たlJl仙g柁ヰ  ユメカサコ  
ミ十ミTナロ  

ヨニさ＝1ヤ∵1I；円）  

l’il■ll勺  

（奮ネ11て一口爪中てt．．睾・、ナ＿ ヒニ十ヤ，ヾ一丁ドロlナロー√一口・丁〉顔中）  

，ナ缶Id通♯rリ声亀て重し更え慮」t）ませ人．・ラニ「よ、I声員lてTさし．  
せ雪21申り！l爪．欄■軒哩二と丁－I～的なtlり汁J・とt・nTす．  

舞司 刺身  一首てほ－1捌．重け二I「lF占だ闊  
利身  一人il当たり  ∈〔ノg青空廣  

Ⅵれ員    一叩れ当7・11  ㌧∩一；稽廣  

吠ぇU ■に1回と一王t暮J†にi己れラーlて＼も的1′■輔巾■：t 二はモ再靂／こ【J‡‡l一再冬   
同l卓lニー・も将にけ、A・古土モモ才モ小二カイーl夫たはヨ，つ巾lら＿すそといこたエ   
上ろ†才し」う．また あモ婿に■・轟き／：ll占l］汁（丁増L土豪巌・三lよl∫1・．   

＜子供キー船の方々へ＞  

ヰ回丁一．王事雷∫那j晦【巳爪惰庫モ作汀すモ′、〆ノ巾t．巧てす．子仰辛・一舶T）う亡に・つ㌧、て   

u、塵欄▲ノ・る申・l！lによ＿て、ヤIglこよそ・胆庫へ内申I■力・憶念・き1Lモよ■・なけ絹て  
IJl．l一才サノ．俺■的な九主格（rI曾持lニヒ「て有益て，．もや′・一輝｛・ワニ∴員■繹甘け   

て‘：たきl。．   

＜正櫨な疇Ilのお貞い＞  

やり！封才一1訓∴／‥Tノ博庫に育忘て長一）寸‾日√r斬叫・・r）†エー事コ恥・争1r豊吉‘リー■√T・■   

ソてし わり・モgJl‡衿iにてなカ・・：な「ように正狂に増服・了わそ．こ上をIq涛†ま廿．  
らと・、、はとt・I」宇田fj√JJ皇吟に｝．1ンせて 丁度t嘉叫を見直すこととしています．   

ちTlコ校IILている可葡・壬巾∫も写りJTr今壬   

烏イl頭を，■痍すもよう心力【1まIJ・■J   

1■なt．け′てIjJ川才せ／‥モiけ1てし  

用」とい lり．｛両事】削こ正号†∴  

わカ〉軌▼たりミ一痍品卑適Lた羊Iコ（－一斗沙f卯▼暮lユ，蝿品管土筆員罰力■ム謀り：持u峰  
月才とlたlす啓暮・り■雷一」I冒Ⅳてよてこ 一再し鳥明一 qJl■カサきき†lモ．よ’むilJ電て  
りl一・Jll・．  

色Jl帥J￥一九・らLlf増ヒ出産t上声て∫ノも字義t「′チユニtT〉Jし九暮にサ′・・せいt  

1りて寸．す；王号事摺u、持II勺巧でi．ナ〟■斥力・商いや月製沌」・ないように苧踊する  
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＜今後の予定＞  

・意見募集：平成17年8月22日～，月21日（1ケ月間）  

・意見交換会：   

平成17年＄月24日（水）大阪会場（梅田）   

平成17年＄月25日（木）東京会場（三田）  

寄せられた意見を踏まえ、審議会における議論を再度行った上  

で注意事項を発出することとしている   

（参考）厚生労働省ホームページアドレス   

http：／／www．mhlw．goJp／topics／bukyoku／iyaku／syoku－anZen／suigin／index．html  
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食品に関するリスクコミュニケーションにおける事前質問・意見について  

（妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項の見直しついての意見交換会（東京会場））  

質問者   質問の内容   回答   

l  行政機  一般の方から相談も多く、水銀についても毛髪や尿中水  食品安全委員会の食品健康影響評価では、15歳～49歳女性の  
開閉係  
者   中水銀濃度の指標値は作成されるのでしようか？毛髪に  算出の出発点となった11ppmを下回っていることが示されていま  

ついてはいかがでしようか？   す。欧米でも妊婦の髪や尿の水銀濃度測定を勧めている国はな  
いと承知しています。このようなことから、妊婦であっても髪や尿  
の水銀濃度の測定、その指標値の設定は必要ないと考えていま  
す。   

2  食品等  妊婦への周知を行うのが流通業を含めた食品事業者の責  注意事項（案）については、魚食のメリットに十分配慮し、妊婦が  
事業者  務なのか、産婦人科などの医療関係者の責任なのかを明  対象であることを明示した上で、妊婦にあっては一定の注意を払  

確にしてほしい。妊婦以外には大丈夫だという情報が十分  いつつ魚介類を摂食するよう留意して作成しています。厚生労働  
こ行き届いていない中で、商品周りに告知文書を加える  省としても、注意事項（案〉を公表し、意見募集を行うとともに、リ  
と、マイナスイメージのみが拡大していくことは間違いない  スクコミュニケーションを行い、正確な理解が得られるよう今後と  
と考えられるため。   も努めて参ります。   

3  消費者  今回の見直しにより、より実態に近いデータに基づいた設  注意事項（案）に示す「妊婦が注意すべき魚介類の種類とその摂  
定で評価、管理がされたものと捉えていますが、消費者の  食皇の目安」については、1回に摂食する量が一般に80g程度  
生活感覚からの実感は、他の汚染物質との複合汚染、交  （切身一切れ、刺身一人前にほぼ相当）であることを踏まえ、妊婦  
絡作用を考えるとき、平均値をとるのではなく、ハイリスク  の体重やその変動、魚介類ごとの水銀摂取量のばらつき等の不  
グループには最大値を基本とする視点で対象魚を指定、  確実性に配慮して作成しています。なお、食品健康影響評価で  
設定してほしいと思います。   は、複合暴霹や交絡作用については研究結果に基づく知見がな  

く、検討に耐えうる知見が集積した時点で、リスク評価を行う必要  
があろう′≠九丁います■   

4  食品等  10年間の平均水銀摂取量が8．4JJg／人／日と低いレベ  今回の見直し案でも示しているとおり、一般的な状況として胎児  
事業者  ルであれば（厚生労働省資料）、「健康への悪影響はな  への影響が懸念されるような状況ではないと考えていますが、15  

い」と主張することでよいのではないか。   歳～49歳女性の水銀摂取分布を見た場合、必ずしも多くはないも  
細部にわたってコメントしてかえって問題を複雑にしている  のの、食品健康影響評価に示される妊婦を対象とした耐容量を超  
のではないか。   えることが吉武算されていること（平成17年8月12日開催乳肉水産  

食品部会資料No．3ご参照）、同一週にこれらの魚介類を複数食  
ぺるような事例などいろいろな事例も考えられることなどから、今  
回の案をとりまとめたところです。   

5  食品等  食品安全委員会での食品健康影響評価の結果、また、先  Q＆Aの理解のしやすさの観点から、特段の必要がない場合に  
事業者  日行われた薬事・食品衛生審諸会乳肉水産食品部会の  あっては「メチル水銀」とせず、単に「水銀」と記載しました。なお、  

結果を鑑み、妥当な見直しと評価します。  この点についてはQ＆Aの間1に注1として音己載しています。   
ただし、Q＆A（案）等で、メチル水銀をわざわざ水金即こ置き  

換えているところがありますが、無機の水墨別まほとんど吸  
収されず、誤解を与えるおそれがありますので、最後まで  
メチル水銀で表現を統一してほしいと思います。  
また、前回の食品安全委員会主催の魚介類のメチル水銀  
に係る食品健康影響評価に関するリスクコミュニケーショ  
ンにおいて、JECFAとの違いをT寧に説明したにもかかわ  
らず、その点の質問が多かった。今回のリスクコミュニケー  
ションでそれが蒸し返されないことを期待します。  

6  消費者  有機水銀問題は、水俣病以来の長期間の問題であり、事  
故や事故が予測される都度、事後処理的に政策が協害毒さ  
れ、市町村の条例改正等が行われる実態がありますが、  
専門家集団の普遍的、総合的、時系列的研究結果と経過  
並びに今後の化学物質関係委員会の常時強化、企業等  
への周知徹底を含めて行政の指導と政策の実行をお願い  
したい。  
税金の無駄使いをなくし、外部監査（業務監査）をお願いし  
ます。   

7  消費者  魚種毎の含有メチル水銀量は関係省庁のホームページを  説明会等においては、検討の概要をお示しするとともに、付属す  
みてくださいと説明会などで聞かされるが、これは不親切。  る関係資料に関しても同時に配布することとします。今回の注意  
通常の家庭の食卓で摂取される1週間分のメニューを具  事項は一定期間に摂食できる魚介類毎の量の目安をお示しして  
体甘引こ10種類ほど例示してもらうとわかりやすい。総論の  います。妊婦の方は、この量に注意しつつ、お好きな調理により  
段階に止まっては不可。実生活の各論、具体的にどうする  摂食いただければと思います。なお、資料の量の多寡によって、  
かについて説明してほしい。   一部省略せざるを得ない場合もあること、ご理解お願いします。   

8  水産関  12日公表された今回の注意事項（案）は、前回の注意事項  リスク評価機関の科学的、公正中立な評価を受けて、リスク管理  
係業者  こ比べ「風評被害」防止の観点での配慮がなされており、  機関は、／けリックコメントやリスクコミュニケーションを通じ、広く  

その点評価させて頂きたいと思います。   国民の意見を踏まえた施策を行っているところであり、今後とも、  
現行制度では、リスク評価とリスク管理が別組織でそれぞ  
れ議論がされ結論付けられていますが、双方の緒論を参  
考に真の消費者（生産・流通を含めた）のためにどのような  
行政施策を行うかという総合的な判断を行うためのシステ  
ムの構築が必要と考えます。   

9  水産関  前回の公表時には、消費者に魚そのものが危険であるか  注意事項（案）については、魚食のメリットに十分配慮し、妊婦が  
係業者  のような誤った理解等大きな影響が発生しました。特に、  対象であることを明示した上で、妊婦にあっては一定の注意を払  

前回、事前に情報がなかったことから店頭で混乱しまし  いつつ魚介類を摂食するよう留意して作成しています。厚生労働  
た。このため、早急に店頭で利用できるようなパンフレット  省としても、注意事項（案）を公表し、意見募集を行うとともに、リ  
等の作成配布をお願いします。   スクコミュニケーションを行い、正確な理解が得られるよう今後と  

も努めて参ります。  
また、注意事項の正しい理解を広くいただくためには、Q＆Aの作  
成やリスクコミュニケーションのほか、妊婦の方々などへの情報  
提供に利用されるパンフレット等の作成が有用であると考えられ  
ますので、注意事項が確定した後、速やかにパンフレット等を作  
成するこ♪券絵討l＿丁います〈  



質問者   質問の内容   回答   

10  水産関  食品の安全と安心の徹底という園の政策を考えれば、そ  注意事項（案）については、魚食のメリットに十分配慮し、妊婦が  
係業者  の危険性が科学的な根拠に基づいて予測できるならば、  対象であることを明示した上で、妊婦にあっては一定の注意を払  

当然、国民に知らせる義務があると思います。   いつつ魚介類を摂食するよう留意して作成しています。厚生労働  
しかし、魚の販売を菓とする立場からいえば、公の発表に  省としても、注意事項（案）を公表し、意見募集を行うとともに、リ  
ま、もっともっと確実なデータを基に持論してからにしてほ  スクコミュニケーションを行い、正確な理解が得られるよう今後と  
しかったと思います。新聞の吉己事を最後までよく読めば雉  
でもその真意は理解できますが、ごく一般的に考えて、魚  
＝危いという観念が消費者に定着してしまうことが大きな  
問題です。   

山  消費者  まず、魚介類の含むメチル水銀について、情報がこのよう  
な意見交換会の場で公開討持されることは大変ありがた  
いことであると思っています。  
ネットで公表された数値だけでなく、水産業関係者、販売  
業者、食の安全を考える消費者団体の方々のなまの声を  
聞いて、この間題について考えたいと思います。  
私個人の意見としましては、先の世代を伐ることを考慮し  
て暫定基準値の設定やその運用は厳しいものに、また、説  
明は実生活に沿ったわかりやすいものにすることを望んで  
います。地方でイルカ肉やクジラ肉を勧められたことがあり  
ますが、含有水銀王が多いようです。観光客が食すること  
を考えてこのことも取り上げて頂きたいと思います。   

12  消費者  外国では、ハイリスクグループの範囲に16歳以下の子ども  今回の注意事項（案）は、内閣府食品安全委員会の食品健康影  
や授乳中の女性のみならず出産適齢期の女性を含めてい  響評価結果に基づき作成されたものです。ハイリスクグループ等  
る例がある。   に関しては、（D乳児については母乳にメチル水銀がほとんど移行  
予防原則に立った施策が必要ではないか。   しないこと、②小児については、メチル水銀を体外に排出する排  

泄機能が成人と同様に働くこと、子供の神経系の発達には有害  
影響が柾明されなかったこと、③胎盤が完成するのは妊娠4ケ月  
以降であって、妊娠に気がついてから食生活に気をつければメチ  
ル水銀は体外に排出されていくので心配ないことなどが食品安全  
委員会によて明らかにされています。   

13  消費者  魚肉中の水銀の危険は、どんな経緯で人体に及ぶのか。  水銀は無機水銀とメチル水銀等の有機水銀の2つに大別されま  
その防衛と解毒の方法についてご指導ください。   す。無機水銀は、体温計、血圧計等に用いられてきた天鮒こ存在  

する成分で、地殻からのガス噴出によるものが環境中の主な発  
生源ですが、その他の人工的な汚染源としては、化石燃料の燃  
焼、硫化鉱の精錬、セメントの製造、ごみ焼却などがあると報告さ  
れています。無機水銀は一般にヒトの消化管からは吸収されにく  
いとされています。他方、有機水金剛こは種々のものがあります  
が、川や海の無機水銀が環境中の微生物によりメチル水銀に変  
化して、魚介類に取り込まれます。このため、多くの魚介類は徴王  
のメチル水銀を含有していますが、その含有量は一般に低いので  
健康に書を及ぼすようなものではありません。しかしながら、一部  
の魚介矧こついては、自然界の食物連鎖を通じて、他の魚介類と  
比較してメチル水銀濃度が高いものがみられます。このため、こ  
れらメチル水銀の懸念される健康影響は胎児に対するものである  
ことに鑑み、妊婦への注意事項の案をとりまとめ、公表したところ  
です。子供や一般の方々については、メチル水銀による健康への  
悪影響が懸念されるような状況ではありません。魚介類をバラン  
ス良く食べてください。なお、ヒトの体内に取り込まれた水銀は代  
謝、排泄されます。その半減期は約2ケ月です。   

14  消費者  食品安全委員会の「食品健康影響評価（案）のポイントに  本年8月4日の食品安全委員会に提出された資料（資料2－1の  
ついて」が薬食審部会に資料として提出された際、「通常  参考の2の8に対する回答）によると、「一般集団に対する評価は  
の食生活をしている一般集団に対しては従来の評価を適  行われていません」と明記されていることから、削除したもので  
用」という文章が何故削除されたのか。  す。   
一般人に対しては従来のPT州（3．3〟g／kg／week）が適用さ  
れるべきではないか。  

15  消費者  食品安全委員会答申は、「生物濃縮が起こりにくい小型の  注意事項の（案）においては、ご指摘の点にも留意し、「水銀濃度  
魚（イワシ、アジ等）」の摂取を推奨している。   が高い魚介類を偏って多量に食べることは避けて、水銀摂取量を  
これを受けて水銀の少ない魚類を多く摂取するよう、食事  減らすことで魚食のメリットと両立することを期待します。」を記載  
を指導していただきたい。   しています。   

16  消費者  暫定的規制値（総水銀0．4ppm、メチル水銀0．3ppm）を守  注意事項（案）に示した検討対象の魚介類は、その選定基準とし  
れない魚種はすべて過剰摂取を注意喚起すべきである。  
逆に濃度が低いとして注意喚起の対象外とする魚種は、  
暫定的規制値を適用すべきである。   

17  消費者  「検体数が少ない」などの理由で対象外とされた魚種につ  魚介類の水銀濃度に関しては今後とも、調査を進めて参りたいと  
いては、引き続き緊急の調査を行い、実態を把握すべきで  
はないか。   

18  消費者  今回の見直しにより、対象魚種が拡大され、世界の約3割  
を消費すると言われるマグロ等が入ったことは一歩前進と  
いえる。  
平成15年度の公表時に私はマグロが含まれていないこと  
に驚き、魚介類の水銀濃度のデータの公表やさらなる汚  
染度調査の必要性を、マグロを例示して述べた経緯があ  
る。  
今後、水域や検体を増やすなど、一層調査の推進を図っ  
ていただきたい。  




